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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ１の内視鏡を収納し保管する複数の保管室と、
　前記各保管室内部に配設された、当該保管室に収納された前記内視鏡の内部と接続され
る保管室内送気管部と、
　前記各保管室の外部にそれぞれ配設され、前記各保管室の外装部を貫通して前記各保管
室内送気管部と接続される複数の送気管路と、
　前記各送気管路にそれぞれ接続された複数の電磁弁と、
　前記送気管路に接続され、当該送気管路と接続された前記内視鏡内部の気密を測定する
気密測定手段と、
　前記内視鏡に設けられた、当該内視鏡の個別の内視鏡情報を格納する内視鏡情報格納部
との間で、非接触にて前記内視鏡情報を送受する情報送受手段と、
　前記情報送受手段からの情報に基づいてそれぞれの前記保管室における内視鏡の保管の
有無を判定し、内視鏡が保管されている当該保管室に対応する前記送気管路に接続された
前記電磁弁を個別に制御し、かつ、前記情報送受手段からの情報に基づいて当該内視鏡の
個別の内視鏡情報に応じた閾値を設定し、当該設定された閾値に基づいて前記気密測定手
段を制御して当該内視鏡のリーク状態を検出するリーク検出手段と、
　を備えたことを特徴とする内視鏡保管庫。
【請求項２】
　前記複数の保管室のそれぞれは、施錠及び解錠可能なロック機能を有した扉を備え、
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　前記内視鏡情報を認識することで、前記複数の保管室のうち前記内視鏡が収納されてい
ない保管室を抽出し、抽出した保管室の前記扉を解錠するように前記ロック機能を制御す
るロック機能制御手段をさらに
　備えたことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡保管庫。
【請求項３】
　前記リーク検出手段により前記リーク状態に異常が発生した場合、エラー発生を告知す
る告知手段をさらに
　備えたことを特徴とする請求項１または２に記載の内視鏡保管庫。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡を収納し保管する内視鏡保管庫に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　検査に使用された内視鏡は洗浄槽内に収納され、内視鏡全体に洗浄水を流し、又は、洗
浄水や消毒液に内視鏡全体を浸漬して内視鏡の外表面等を洗浄・消毒する洗浄処理が行わ
れ、このような洗浄処理を可能とする内視鏡洗浄装置が、例えば特開１０－２４３９１４
号公報等に開示されている。
【０００３】
　この種の内視鏡洗浄装置によって洗浄・消毒できる内視鏡は、防水構造に構成されてお
り、内視鏡内部に収納されている回路部材や内視鏡内部に挿通されるライトガイド、信号
ケーブル等が浸水しないように内視鏡内部は気密保護されている。
【０００４】
　ところが、何らかの原因により内視鏡の外表面等が損傷し、内視鏡内部の気密性が損な
われる場合があり、このような場合に内視鏡を洗浄すると、この損傷部分から内視鏡内部
に水が流れ込み、内部部材までが損傷して修復に多大な費用を要することがある。このた
め、洗浄を行う場合には予め内視鏡内部の気密性が保持されているか否かを検査する必要
がある。
【０００５】
　そこで、前記特開１０－２４３９１４号公報の内視鏡洗浄装置では、内視鏡の内部が気
密であるか否かを検査する気密チェックを実行し、内視鏡の内部が気密であることを確認
した場合に洗浄作業を実行することが開示されている。
【０００６】
　一方、内視鏡洗浄装置にて洗浄作業が施された内視鏡は、例えば特開２００２－２８２
２０号公報等に示されるように保管機能を有する保管庫にて保管される。また、内視鏡を
乾燥させるための乾燥機能を備える保管庫が、例えば特開２００４－０４１３３２号公報
等に開示されている。
【特許文献１】特開１０－２４３９１４号公報
【特許文献２】特開２００２－２８２２０号公報
【特許文献３】特開２００４－０４１３３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来の内視鏡保管庫は、上述したように保管機能及び乾燥機能のみしか
有していないため、内視鏡の破損状態は洗浄前の気密検査のみでしか確認されず、保管中
での内視鏡の破損状況が検知できないといった問題がある。
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、保管中の内視鏡の破損状況を検知し
、内視鏡に破損が生じた際に、確実に告知することのできる内視鏡保管庫を提供すること
を目的としている。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様の内視鏡保管庫は、それぞれ１の内視鏡を収納し保管する複数の保管室
と、前記各保管室内部に配設された、当該保管室に収納された前記内視鏡の内部と接続さ
れる保管室内送気管部と、前記各保管室の外部にそれぞれ配設され、前記各保管室の外装
部を貫通して前記各保管室内送気管部と接続される複数の送気管路と、前記各送気管路に
それぞれ接続された複数の電磁弁と、前記送気管路に接続され、当該送気管路と接続され
た前記内視鏡内部の気密を測定する気密測定手段と、前記内視鏡に設けられた、当該内視
鏡の個別の内視鏡情報を格納する内視鏡情報格納部との間で、非接触にて前記内視鏡情報
を送受する情報送受手段と、前記情報送受手段からの情報に基づいてそれぞれの前記保管
室における内視鏡の保管の有無を判定し、内視鏡が保管されている当該保管室に対応する
前記送気管路に接続された前記電磁弁を個別に制御し、かつ、前記情報送受手段からの情
報に基づいて当該内視鏡の個別の内視鏡情報に応じた閾値を設定し、当該設定された閾値
に基づいて前記気密測定手段を制御して当該内視鏡のリーク状態を検出するリーク検出手
段と、を備える。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、保管中の内視鏡の破損状況を検知し、内視鏡に破損が生じた際に、確
実に告知することができるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施例について述べる。
【実施例１】
【００１２】
　図１ないし図８は本発明の実施例１に係わり、図１は内視鏡を保管する内視鏡保管庫の
外観を示す第１の図、図２は図１の内視鏡保管庫の外観を示す第２の図、図３は図１の内
視鏡保管庫の変形例の外観を示す図、図４は図１の制御ユニットの構成を示すブロック図
、図５は図４のオートリークユニットと保管室を示す図、図６は図４の制御部の第１の作
用を説明するフローチャート、図７は図４の制御部の第２の作用を説明するフローチャー
ト、図８は図４のオートリークユニットと保管室の変形例を示す図である。
【００１３】
　図１に示すように、本実施例の内視鏡保管庫１は、複数、例えば４つの保管室２１～２
４と、ＩＤ認識部５と、操作パネル６と、制御ユニット７とを備えて構成される。４つの
保管室２１～２４は、それぞれ洗浄／消毒処理が施された内視鏡３１～３４を保管する。
【００１４】
　各内視鏡３１～３４は、図示はしないが、内視鏡を識別するためのＩＤ情報を格納して
いるＲＦＩＤ（Radio Frequency Identification）タグを例えば把持部内に有している。
ＲＦＩＤは、近年、セキュリティ管理、商品管理、生産管理及び自動改札等の交通管理等
において開発実用化されつつある非接触の高周波自動認識システムである。ＲＦＩＤによ
る非接触管理システムは、管理者側と非管理者側とが所定の距離に近づくことによってパ
ワーの供給を可能にするシステムであり、これにより、両者の間で無線等を用いた非接触
の状態での情報の送受を行うものである。
【００１５】
　ＩＤ認識部５は、このＲＦＩＤにより内視鏡のスコープＩＤを読み出し、スコープＩＤ
を制御ユニット７に出力するようになっている。
【００１６】
　保管室２１～２４は、それぞれ扉４を備え、この扉４の開閉は制御ユニット７により制
御される。すなわち、図１において、例えば保管室２１が内視鏡が保管されていない空き
室の場合、制御ユニット７は、ＩＤ認識部５より内視鏡３１のスコープＩＤを検知すると
、保管室２１の番号等を操作パネル６に表示することで、ユーザに保管室２１を選択させ
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、保管室２１の扉４を解錠する。また、制御ユニット７は、図２に示すように、ユーザが
選択した保管室２１に内視鏡３１を入れ、ユーザが扉４を閉じると、扉４を施錠する。
【００１７】
　なお、内視鏡保管庫１は、図１においては内視鏡を縦に吊して保管する保管室を例に説
明しているが、これに限らず、図３に示すように、内視鏡を横にセットして保管可能な複
数の保管室２１ａからなる内視鏡保管庫１ａでもよい。
【００１８】
　前記制御ユニット７は、図４に示すように、パネルＩ／Ｆ７２、ＩＤ入力部７１、ユニ
ット内の各部を制御する制御部７３、メモリ部７４、ロック制御部７５及びオートリーク
ユニット７６を備えて構成される。
【００１９】
　ＩＤ入力部７１は、ＩＤ認識部５が読み出した内視鏡のスコープＩＤを入力し、制御部
７３に出力する。
【００２０】
　パネルＩ／Ｆ７２は、操作パネル６とのインターフェイスである。操作パネル６は、図
示はしないが、各種情報を表示する例えば液晶表示部と、この液晶表示部に設けられたポ
インティングデバイスであるタッチパネル等からなり、制御部７３は、パネルＩ／Ｆ７２
を介して、操作パネル６の液晶表示部に各種情報を表示すると共に、操作パネル６のタッ
チパネルにより各種情報を入力するようになっている。
【００２１】
　メモリ部７４は、制御部７３の制御プログラムを格納すると共に、制御部７３での処理
におけるデータの保存や、スコープＩＤ及び操作パネル６からの各種情報を格納する。さ
らにこのメモリ部７４は、操作パネル６の液晶表示部への表示情報を格納している。
【００２２】
　ロック制御部７５は、制御部７３の制御に基づいて、保管室２１の扉４の開閉を可能と
するためのロック機構（図示せず）の施錠、解錠を制御する。ロック制御部７５は、図示
はしないが扉４の開閉状態を検知する開閉検知手段を有し、扉４の開閉状態の示す開閉状
態信号が制御部７３に出力されるようになっている。
【００２３】
　オートリークユニット７６は、図５に示すように、例えば保管室２１に連結されている
送気管路８５に電磁弁８１を介して接続されている。また、保管室２１に保管されている
内視鏡３１はチューブ８６を介して送気管路８５に接続される。オートリークユニット７
６は、内部の空気ポンプ（図示せず）からの加圧空気を、電磁弁８１、送気管路８５及び
チューブ８６を介して内視鏡３１に放出する。また、送気管路８５には電磁弁８１を介し
て気密テスタ（図示せず）が装着され、この気密テスタによって内視鏡３１内部の気密チ
ェックが行われる。なお、他の保管室２２～２４も同様にオートリークユニット７６と接
続されている。
【００２４】
　このように構成された本実施例の内視鏡保管庫の作用につて説明する。
【００２５】
　図６に示すように、制御部７３は、ステップＳ１のスコープＩＤ読み取り待機状態より
、ステップＳ２にてＩＤ入力部７１を介してＩＤ認識部５が読み出した内視鏡のスコープ
ＩＤを入力しスコープＩＤを認識すると、ステップＳ３にてメモリ部７４に格納されてい
る空き室情報より、内視鏡が保管されていない空き室となっている保管室があるかどうか
判断する。
【００２６】
　制御部７３は、空き室となっている保管室があると判断すると、ステップＳ４にて操作
パネル６に空き室の保管室の番号を表示し部屋選択待機状態となる。また、制御部７３は
、空き室となっている保管室がないと判断すると、ステップＳ５にて操作パネル６に「空
き室なし」等の告知を行うエラー処理を実行する。
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【００２７】
　制御部７３は、ステップＳ４の部屋選択待機状態より、ステップＳ６にて操作パネル６
にて操作され、空き室となっている保管室の部屋番号が選択されると、ステップＳ７にて
ロック制御部７５を制御し扉４を解錠し、保管モードをオフ状態とする。
【００２８】
　扉４が解錠されると、制御部７３は、ステップＳ８にてロック制御部７５からの開閉状
態信号により扉４が開いたかどうか判断する。
【００２９】
　扉４が開いたと判断すると、制御部７３は、ステップＳ９にて操作パネル６に「内視鏡
を保管してください」等のメッセージの表示を行い、スコープ保管待機状態となる。
【００３０】
　制御部７３は、ステップＳ９のスコープ保管待機状態より、ステップＳ１０にてロック
制御部７５からの開閉状態信号により扉４が閉じられたことを検知すると、ステップＳ１
１にてロック制御部７５を制御し扉４を施錠し、保管モードをオン状態として、ステップ
Ｓ１に戻る。
【００３１】
　次に、保管モードがオン状態の際のオートリークユニット７６の作用について説明する
。
【００３２】
　図７に示すように、オートリークユニット７６は、ステップＳ２１にて保管モードがオ
ン状態と判断すると、ステップＳ２２にてパラメータＮを１にセットする。
【００３３】
　そして、オートリークユニット７６は、ステップＳ２３にて第１番目の電磁弁８１を開
き、ステップＳ２４にて内視鏡３１のスコープＩＤに基づいて閾値を設定する。そして、
オートリークユニット７６は、ステップＳ２５にてオートリークを開始し、閾値に基づい
て内視鏡３１内部の気密をチェックする。
【００３４】
　オートリークユニット７６は、ステップＳ２６にて内視鏡３１内部の気密が保持されチ
ェック結果が判定ＯＫかどうか判断する。判定ＯＫの場合、オートリークユニット７６は
、ステップＳ２７にて第１番目の電磁弁８１を閉じる。判定ＮＧの場合、オートリークユ
ニット７６は、ステップＳ２８にて判定ＮＧを制御部７３に送信することで、制御部７３
が操作パネル６に「第Ｎ保管室の内視鏡：気密エラー発生」等の告知を行うエラー処理を
実行する。
【００３５】
　判定ＯＫで第１番目の電磁弁８１を閉じると、オートリークユニット７６は、ステップ
Ｓ２９にてパラメータＮをインクリメントする。そして、オートリークユニット７６は、
ステップＳ３０にてＮが保管室の部屋数を超えたかどうか判断し、Ｎが保管室の部屋数を
超えていない場合には、ステップＳ２３に戻り、Ｎが保管室の部屋数を超えた場合にはス
テップＳ３１にてパラメータＮを１にセットしステップＳ２３に戻る。
【００３６】
　例えば判定ＯＫで第１番目の電磁弁８１を閉じると、オートリークユニット７６は、ス
テップＳ２８にてパラメータＮをインクリメントしＮ＝２とすることになり、２＜保管室
の部屋数＝４であるから、Ｎ＝２の状態で処理をステップＳ２３に戻す。
【００３７】
　そして、オートリークユニット７６は、ステップＳ２３にて第２番目の電磁弁８２を開
き、ステップＳ２４にて内視鏡３２のスコープＩＤに基づいて閾値を設定し、さらにステ
ップＳ２５にてオートリークを開始し内視鏡３２内部の気密をチェックする。それ以降は
内視鏡３１内部の気密のチェックと同じであり、これらの処理を内視鏡３１と同様に内視
鏡３２～３４すべてに対して行う。
【００３８】
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　なお、このオートリークユニット７６でのオートリークは、保管モードがオン状態の間
、繰り返し行われる。
【００３９】
　このように本実施例の内視鏡保管庫１では、保管中の内視鏡の損傷状態をチェックする
ことができるので、特に洗浄消毒工程後に保管庫への運搬中に内視鏡に損傷が発生した場
合においても、保管庫にて損傷を検知し、告知することができる。
【００４０】
　なお、図７に示すように、各保管室２１～２４内に、ＲＦＩＤにより内視鏡のスコープ
ＩＤを読み出し、スコープＩＤを制御ユニット７に出力するＩＤ認識部８７を設けてもよ
い。
【実施例２】
【００４１】
　従来の保管庫は、だれがいつ、保管庫内の内視鏡を持ち出したかができないため、盗難
防止や履歴管理の対策が煩雑になると行った課題がある。また、各内視鏡の保管期間を把
握するために、ユーザが書面等により保管開始日を記載して内視鏡に貼付けるなど、保管
期間管理も煩雑になると行った課題がある。
【００４２】
　実施例２では、保管庫内の内視鏡を確実に管理することのできる内視鏡保管庫について
説明する。
【００４３】
　図９ないし図１１は本発明の実施例２に係わり、図９は制御ユニットの構成を示すブロ
ック図、図１０は図９の制御部の作用を説明するフローチャート、図１１は内視鏡保管庫
の実施例２における変形例の外観を示す図である。
【００４４】
　実施例２は、実施例１とほとんど同じであるので、異なる点のみ説明し、同一の構成に
は同じ符号をつけ説明は省略する。
【００４５】
　実施例２のＩＤ認識部５は、ＲＦＩＤによりユーザが所有するＩＤカードよりユーザＩ
Ｄを読み出し、ユーザＩＤを制御ユニット７に出力するようになっている。
【００４６】
　実施例２の制御ユニット７は、図９に示すように、パネルＩ／Ｆ７２、ＩＤ入力部７１
、ユニット内の各部を制御する制御部７３、メモリ部７４、ロック制御部７５及びタイマ
部１００を備えて構成される。
【００４７】
　タイマ部１００は、制御部７３の制御により時間をカウントするタイマである。また、
本実施例では、メモリ部７４には、内視鏡保管庫１にアクセスを認めるユーザの登録ユー
ザＩＤ及び内視鏡の保管期間を指定する指定保管期間情報が登録／格納されている。その
他の構成は実施例１と同じである。
【００４８】
　次に、このように構成された本実施例の内視鏡保管庫より、保管されている内視鏡を取
り出す際の作用について説明する。
【００４９】
　図１０に示すように、制御部７３は、ステップＳ１０１のユーザＩＤ読み取り待機状態
より、ステップＳ１０２にてＩＤ入力部７１を介してＩＤ認識部５が読み出したＩＤカー
ドのユーザＩＤを入力しユーザＩＤを認識すると、ステップＳ１０３にてメモリ部７４に
格納されている登録ユーザＩＤより、ＩＤカードのユーザＩＤが登録ユーザであるかどう
か判断する。
【００５０】
　制御部７３は、ＩＤカードのユーザＩＤが登録ユーザであると判断すると、ステップＳ
１０４にて操作パネル６に取り出す内視鏡の番号の入力を促すスコープ番号選択を表示し
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スコープ番号選択待機状態となる。
【００５１】
　制御部７３は、ステップＳ１０４のスコープ番号選択待機状態より、ステップＳ１０５
にて操作パネル６にて操作され、取り出す内視鏡の番号が選択されると、ステップＳ１０
７にて、タイマ部１００にてカウントされている、選択された内視鏡の保管期間Ｔが、メ
モリ部７４に格納されている指定保管期間情報が示す指定保管期間未満かどうか判断する
。
【００５２】
　保管期間Ｔが指定保管期間未満の場合には、制御部７３は、ステップＳ１０９にてタイ
マ部１００をリセットし、タイマ部１００のカウントを停止する。そして、制御部７３は
、ステップＳ１１０にてロック制御部７５を制御し扉４を解錠し、保管モードをオフ状態
とする。
【００５３】
　扉４が解錠されると、制御部７３は、ステップＳ１１１にてロック制御部７５からの開
閉状態信号により扉４が開いたかどうか判断する。
【００５４】
　扉４が開いたと判断すると、制御部７３は、ステップＳ１１２にて操作パネル６に「内
視鏡を取り出してください」等のメッセージの表示を行い、スコープ保管待機状態となる
。
【００５５】
　制御部７３は、ステップＳ１１２のスコープ保管待機状態より、ステップＳ１１３にて
ロック制御部７５からの開閉状態信号により扉４が閉じられたことを検知すると、ステッ
プＳ１１４にてロック制御部７５を制御し扉４を施錠し、保管モードをオン状態として、
タイマ部１００のカウントを開始し、ステップＳ１０１に戻る。
【００５６】
　また、保管期間Ｔが指定保管期間以上の場合には、制御部７３は、ステップＳ１１５に
て「保管期間が過ぎています」等のエラー告知を行う。制御部７３は、ステップＳ１１６
にて操作パネル６からのユーザのパスワード入力を待ち、入力パスワードの認証を行って
、入力パスワードが認証されると、ステップＳ１１７にてエラーを解除してステップＳ１
１０に進む。
【００５７】
　このように本実施例によれば、いつ、だれが保管庫にアクセスし、どれぐらいの期間保
管されているかが管理できると共に、特定のユーザにしか保管室内へのアクセスを規制す
ることができる。
【００５８】
　すなわち、特定のユーザのみが保管室内へアクセスできるので、盗難等に対するセキュ
リティを強化することができる。また、内視鏡の保管期間を管理できるため、例えば保管
期間が過ぎて消毒効果が保証できない状態であることを確実に告知することができる。
【００５９】
　なお、本実施例は、図１１に示すように、例えば複数の内視鏡３１を１つの保管室４に
収納し保管する内視鏡保管庫１ｂにおいても適用可能であることは言うまでもない。
【００６０】
［付記１］
（付記項１－１）内視鏡を収納し保管する収納部を有する内視鏡保管庫において、
　前記収納部は、施錠及び解錠可能なロック機能を有した扉を有し、
　ユーザを識別するためのユーザ識別情報を格納したユーザ識別情報格納部と、非接触に
て前記ユーザ識別情報を送受する情報送受手段と、
　前記ユーザ識別情報に基づき、前記ロック機能を制御するロック機能制御手段
　を備えたことを特徴とする内視鏡保管庫。
【００６１】
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（付記項１－２）前記内視鏡の前記収納部での保管時間を計測する保管時間計測手段をさ
らに
　備えたことを特徴とする付記項１－１に記載の内視鏡保管庫。
【実施例３】
【００６２】
　図１２ないし図１９は本発明の実施例３に係わり、図１２は内視鏡保管庫の外観を示す
図、図１３は図１２の内視鏡保管庫の変形例の外観を示す図、図１４は図１２の保管室の
回転駆動系を示す図、図１５は図１２の保管室への送気機構を示す図、図１６は図１２の
保管室と内視鏡を収納しているトレーの関係を示す第１の図、図１７は図１２の保管室と
内視鏡を収納しているトレーの関係を示す第２の図、図１８は図１２の保管室と内視鏡を
搭載している内視鏡設置台の関係を示す第１の図、図１９は図１２の保管室と内視鏡を搭
載している内視鏡設置台の関係を示す第２の図である。
【００６３】
　従来の内視鏡保管庫は、内視鏡を保管室に収納して保管するが、保管室において内視鏡
を吊り下げて保管するため、保管庫本体が大型化するといった課題がある。
【００６４】
　実施例３では、省スペースにて効率的に内視鏡を保管することのできる内視鏡保管庫に
ついて説明する。
【００６５】
　図１２に示すように、本実施例の内視鏡保管庫２０１は、複数の保管室２０２が内部に
て回転自在に設置されて構成される。内視鏡保管庫２０１の前面上部には、収納口２０３
が設けられている。この収納口２０３には、防塵のためドアが取り付けられている。
【００６６】
　洗浄消毒工程を経たリプロセス済みの、ＲＦＩＤタグを有する内視鏡２０５は、専用の
トレー２０４にセットされ、このトレー２０４毎、内視鏡２０５が収納口２０３より保管
室２０２に収納される。
【００６７】
　収納口２０３には、図示はしないが接近センサが設けられており、トレー２０４が収納
口２０３に接近し接近センサが検知すると、収納口２０３のドアが開くようになっている
。
【００６８】
　また、収納口２０３に隣接して操作パネル２０６が設けられている。この操作パネル２
０６は、図示はしないが、各種情報を表示する例えば液晶表示部と、この液晶表示部に設
けられたポインティングデバイスであるタッチパネル等からなる。ユーザは、使用する内
視鏡を操作パネル２０６を用いて選択することで、選択された内視鏡を収納している保管
室２０２が収納口２０３まで搬送されるようになっている。
【００６９】
　なお、本実施例の内視鏡保管庫２０１は、トレー２０４を横にして収納口２０３より収
納するとしたが、これに限らず、図１３に示すように、トレー２０４を縦にして収納口２
０３より収納するように構成してもよい。
【００７０】
　図１４に示すように、トレー２０４を収納する保管室２０２は、駆動ベルト２１１上に
複数回転自在に取り付けられている。駆動モータ２１２からの駆動力が駆動ローラ２１３
に伝達され、駆動ローラ２１３が回転されることで、駆動ベルト２１１がガイドローラ２
１４に沿って回転することが可能となっている。また、ユーザが選択した内視鏡２０５が
保管されている保管室２０４は、収納口２０３に設けられている位置センサ２１０に検知
されるようになっている。
【００７１】
　本実施例の内視鏡保管庫２０１は、図１５に示すように、乾燥のための乾燥送気管路２
２１が内部に設けられている。乾燥送気管路２２１には、保管室２０２が停止する位置に
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送気口２２２が開口している。
【００７２】
　また、乾燥送気管路２２１には、送気ファン２２５からヒータ２２４で暖められた空気
が送られており、送気口２２２より保管室２０２にこの空気を送り込むことが可能となっ
ている。さらに乾燥送気管路２２１には、レリーフ弁２２６が設けられており、余分な空
気を保管庫外に排出することで、乾燥送気管路２２１内の空気圧を所定の圧力に保持して
いる。
【００７３】
　保管室２０２は、図１６に示すように、トレー２０４内の内視鏡２０５のＲＦＩＤタグ
と交信し内視鏡情報を読み出し認識するＩＤ認識部２３２を備えており、内視鏡保管庫２
０１は、ＩＤ認識部２３２にて認識された内視鏡情報を操作パネル２０６に表示する。
【００７４】
　保管室２０２は、送気口２２２と一端が気密に密着する送気ジョイント部２３０を有し
ており、トレー２０４が保管室２０２に収納されていないときは、送気ジョイント部２３
０の他端はスライド蓋２３１により塞がれた状態になっている。
【００７５】
　また、トレー２０４が保管室２０２に収納されると、図１７に示すように、スライド蓋
２３１が退避し、内視鏡２０５が送気ジョイント部２３０の他端に気密に接続される。ま
た、スライド蓋２３１は図示しないセンサにより、退避位置に位置したことが検知され、
退避位置に位置したことが検知されると、収納口２０３のドアが閉まるように構成されて
いる。
【００７６】
　このように本実施例の内視鏡保管庫２０１では、複数の保管室２０２を回転自在に内部
に配置しているので、省スペースにて効率的に内視鏡２０５を保管することができる。ま
た、トレー２０４を保管室２０２に収納することで、トレー２０４に搭載した内視鏡２０
５に対して乾燥送気管路２２１より乾燥して空気を送り込むことができ、容易に内視鏡２
０５の内部の乾燥状態を保持できるという効果もある。
【００７７】
　なお、内視鏡２０５を搭載したトレー２０４を保管室２０２に収納するとしたが、これ
に限らず、図１８及び図１９に示すように、内視鏡２０５を内視鏡設置台２０４ａに搭載
して、この内視鏡設置台２０４ａを保管室２０２に収納するようにしてもよい。
【００７８】
　また、本実施例においては、内視鏡保管庫２０１は、無線通信あるいはケーブルにて接
続された端末と交信可能とし、保管している内視鏡のID情報及びユーザの操作パネル２０
６での選択行為情報を端末に送信することで、端末において内視鏡保管庫２０１を制御可
能な構成としてもよい。
【００７９】
［付記２］
（付記項２－１）１つの内視鏡を収納可能な複数の保管室を有する内視鏡保管庫において
、
　前記複数の保管室を回転自在に配置した
　ことを特徴とする内視鏡保管庫
（付記項２－２）前記複数の保管室に収納された前記内視鏡の管路に送気して、前記管路
を乾燥させる送気乾燥手段をさらに備えた
　ことを特徴とする付記項２－１に記載の内視鏡保管庫
　本発明は、上述した実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範囲に
おいて、種々の変更、改変等が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の実施例１に係る内視鏡を保管する内視鏡保管庫の外観を示す第１の図
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【図２】図１の内視鏡保管庫の外観を示す第２の図
【図３】図１の内視鏡保管庫の変形例の外観を示す図
【図４】図１の制御ユニットの構成を示すブロック図
【図５】図４のオートリークユニットと保管室を示す図
【図６】図４の制御部の第１の作用を説明するフローチャート
【図７】図５の制御部の第２の作用を説明するフローチャート
【図８】図４のオートリークユニットと保管室の変形例を示す図
【図９】本発明の実施例２に係る制御ユニットの構成を示すブロック図
【図１０】図９の制御部の作用を説明するフローチャート
【図１１】内視鏡保管庫の実施例２における変形例の外観を示す図
【図１２】本発明の実施例３に係る内視鏡保管庫の外観を示す図
【図１３】図１２の内視鏡保管庫の変形例の外観を示す図
【図１４】図１２の保管室の回転駆動系を示す図
【図１５】図１２の保管室への送気機構を示す図
【図１６】図１２の保管室と内視鏡を収納しているトレーの関係を示す第１の図
【図１７】図１２の保管室と内視鏡を収納しているトレーの関係を示す第２の図
【図１８】図１２の保管室と内視鏡を搭載している内視鏡設置台の関係を示す第１の図
【図１９】図１２の保管室と内視鏡を搭載している内視鏡設置台の関係を示す第２の図
【符号の説明】
【００８１】
１…内視鏡保管庫
４…扉
５…ＩＤ認識部
６…操作パネル
７…制御ユニット
２１～２４…保管室
３１～３４…内視鏡
７１…ＩＤ入力部
７２…パネルＩ／Ｆ
７３…制御部
７４…メモリ部
７５…ロック制御部
７６…オートリークユニット
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